
１．管理業務者名簿に未登録のＡ社と新たに管理委託契約を結ぶ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．管理業務者名簿に登録済みの乙社と新たに管理委託契約を結ぶ場合 

 

 

オーナー 

（認定事業者） 

県 

A 

 

①管理業務者名簿への登録申請を行う。管理会

社はまず、管理業務者名簿の登録を受ける必

要がある。 

②管理業務者の登録 

基準に適合する法人

を名簿に記載する 

管理会社 

③オーナーは管理業務者名簿から管理会社を選択

し、県に【管理業務者変更の届出書】を提出 

管理業務者名簿 

・甲社 住所 

・乙社 住所 

・A社 住所 

 

提出書類 

＊管理業務者名簿登録申請書【様式第１号】 

＊管理業務者に関する調書【様式第２号】 

＊登記簿謄本 ＊誓約書【様式１号別紙】 

＊宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者の免許の写 

＊自社で管理する耐火構造及び準耐火構造住宅の一覧 

＊法人組織及び管理体制が説明できる組織図 

＊県内事業所一覧  

選択 

④A社と管理委託契約を締結する 

県ホームページにて公開 

県 

オーナー 

（認定事業者） ①オーナーは管理業務者名簿から管理会社を選択

し、県に【管理業務者変更の届出書】を提出 

管理業務者名簿 

・甲社 住所 

・乙社 住所 

 

選択 

②乙社と管理委託契約を締結する 

県ホームページにて公開 


